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第74回小樽・後志社会福祉大会8/4

　８月４日、第７４回小樽・後志社会福祉大会が島牧中学校で開催されました。
この大会は、社会環境の変化に対応するため、後志管内市町村の社会福祉関係者
が一堂に会し、現在直面している地域課題について共通認識を深め、社会福祉の
さらなる推進と住民参加による社会福祉の実現を図ることを目的とします。
　大会スローガンである「心の通う温かい社会福祉の推進！」「住民の手で地域
福祉の実現を！」を掲げ、島牧村をはじめとする後志管内の福祉関係者約 160
名が参加されました。
　当日は、小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会表彰を行い、アトラクショ
ンとして縄文太鼓の演奏披露、その後は題目「縄文文化を知る・学ぶ」として、
縄文太鼓の演奏を行った茂呂剛伸さんによる記念講演を行いました。

ご 長 寿 万 歳 ！

　この度、河本  良さん（字本目　昭和９年８月
２０日生）が米寿（88 歳）を迎えられました。お
めでとうございます。
　お祝いとして長寿者慶祝金が村から贈られまし
た。これからも健康に留意され、趣味を楽しみな
がら元気にお過ごし下さい。
※写真については、希望により掲載しておりません。

8/23
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ちょっと待った ！

その電話やメール

間違いなく詐欺ですよ ！

令和４年 令和３年 増減

特殊詐欺認知件数 １８３件 ９１件 ９２件増加

被害総額 7億 2,946 万
4,795 円

1億 9,576 万
4,959 円

5億 3,369 万
9,836 円増加

【北海道の特殊詐欺事件発生状況（令和 4年 7月末現在）】

昨年の認知件数に比べて、

昨年の被害金額に比べて、

　過去５年間で、今年のように被害総額が７億円を超える年はありま
せん。大切な財産を守るためにも、お金にまつわる電話が来たら必ず
詐欺を疑いましょう！
　詐欺に関する電話やメールが来たら、特殊詐欺専用ダイヤルにご連
絡ください！

２倍以上増加
５億円以上増加

※北海道警察ホームページ参照

警察官などと偽って電
話をかけ、「キャッシュ
カードが不正に利用さ
れている」「預金を保護
する手続きをする」な
どと、嘘の手続きを説
明した上でキャッシュ
カードを盗み取る詐欺。

キャッシュカード詐欺
自治体や税務署の職員
などと名乗り、医療費
などの払い戻しがある
か ら と、「 キ ャ ッ シ ュ
カードの確認や取替の
必要がある」などの口
実で自宅を訪れ、キャッ
シュカードをだまし取
る詐欺。

預貯金詐欺
自治体、税務署、年金事
務所の職員などと名乗り、

「保険料の過払い金があ
る」、「一部未払いの年金
がある」などのお金を受
け取れるという電話をか
けてきます。犯人の指示
通りにＡＴＭを操作させ、
口座にお金を振り込ませ
るという詐欺。

還付金詐欺

島 牧 本 目
駐 在 所
ニ ュ ー ス
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　【お問い合わせ】      
　北海道中央児童相談所　　担当：木村　    （住所）札幌市中央区円山西町２丁目 1-1  
　℡　０１１ ‐ ６３１ ‐ ０３０１

令和5年10月1日より、インボイス制度が始まります

ンボイス制度とは・・・
〇インボイス制度とは、令和５年１０月１日から始まる消費税の仕入税額控除の方式です。
〇インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のために、原則として、売手
　が交付するインボイスを保存する必要があります。
〇売手がインボイスを交付する場合は、登録番号の記載が必要であり、登録番号を取得す
　るためには登録申請手続が必要です。

〇インボイス制度が始まる令和５年１０月１日から登録を受けるには、原則、令和５年
　３月３１日までに登録申請書を提出する必要があります。
　　※期間間近には申請が集中し、処理に一定の時間を要する場合があります。
　　　申請を予定されている事業者の方は早期提出にご協力ください。

ンボイス制度説明会・登録申請相談会・・・
〇税務署では、インボイス制度の概要を説明する「インボイス制度説明会」や、登録申請
　を希望される方へ、スマートフォンを利用した登録申請手続を説明する「登録申請相談
　会」を開催しています。
〇詳細は、札幌国税局ＨＰに掲載しておりますので、ご確認ください。
　(URL)  https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/invoice_setsumeikai/index.htm

家庭で暮らせない子どもの支援を必要としています

　様々な事情により家庭で暮らせない子どもたちは、全国で約４万５千人います。こう
した子どものうち、自分の家庭に迎え入れて育てる方を「里親」と言います。
　家庭的環境が子どもの養育に望ましいと言われており、ここ十数年で里親に委託され
ている子どもの数は約２倍に増加しています。
　しかし、中央児童相談所管内（石狩管内、後志管内）では里親登録数が多い地域と少
ない地域があるため、管内各地に里親さんが増えていくことが望まれています。
　「里親」は特別な方しかなれないわけではなく、実際にはどこにでもいる普通の家庭の
お父さん、お母さんたちです。
　里親制度には、一般的な「養育里親」のほか、養子縁組限定の「養子縁組里親」、両親
の死亡・失踪・拘留、入院等により祖父母等がお孫さんを養育するような「親族里親」
もあります。
　是非、里親として登録され、家庭で生活できない子どもたちの養育を担っていただけ
ればと思います。

イ

録申請手続き・・・登

イ
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〇河川内（内水面）でサケ・マス釣りはできません。
　また、海面・内水面にかかわらず、ひっかけ釣りは禁止されています。
〇違反した場合は、水産資源保護法及び北海道漁業調整規則により処罰されます。
〇違反した者はその内容に応じて、最高で懲役３年以下、罰金３００万円以下の罰
　則が適用されます。

絶対に
　 行わないで
　       ください！

※針の種類によらず釣り方により、違法となる場合があります。

×

この条例は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、本道の豊かな水資
源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制
定したものであり、水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う
場合は、
土地の権利者は、契約締結の３か月前までに知事へ届出が必要です。

・各総合振興局・振興局
　地域創生部地域政策課
　　又は
・権限移譲市町村
　稚内市、北斗市、
　倶知安町、上富良野町、
　下川町、枝幸町、
　厚真町、むかわ町

【届　出　先】

北
海
道
　
又
は

権
限
移
譲
市
町
村

土
地
所
有
者

（
売
　
主
）

買
　
主

水資源保全地域

③助言内容を
　伝達

②水資源保全指針
等に沿って助言

①売買前に届出
（３か月前）

〇届出先は、土地の所在する北海道総合振興局・振興局、又は道の事務の権限移譲
　市町村（上記８市町）です。
〇また、指定地域は、地域を管轄する道総合振興局・振興局、又は北海道のホーム
　ページで確認できます。（島牧村は字原歌町地区の一部が指定区域となります。）
　（HP）https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen.htm

『北海道水資源の保全に関する条例』に基づく
事前届出について

【お問い合わせ】　北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
　　　　　　　　℡　０１１ ‐ ２０４ ‐ ５１７８　　　　　　　

注意！サケ・マスのひっかけ釣りは禁止です！

９月１日から１０月３１日までは「秋さけ密漁防止月間」です。
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後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の お 知 ら せ

■保険証が新しくなります（黄色→橙色）

○新しい保険証の有効期限は、令和５年７月３１日までです。
○紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、島牧村役場
　住民課保険係までお申し出ください。

■一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の医療費の窓口負担割合が
　変わります。

　現在ご使用の黄色の保険証の有効期限が令和４年９月３０日を
もって満了となるため、１０月以降は使用できなくなります。９月
中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら橙色の
保険証をご使用ください。

　令和４年１０月１日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者（窓口負担割合３
割）を除き、医療費の窓口負担割合が２割になります。窓口負担割合の変更対象となる方は、
後期高齢者医療の被保険者全体のうち約２０％です。

【お問い合わせ】
北海道後期高齢者医療広域連合
〒０６０－００６２
札幌市中央区南２条西１４丁目国保会館 6 階
℡　０１１ ‐ ２９０ ‐ ５６０１

お住まいの市区町村
島牧村役場住民課保険係
℡　０１３６ ‐ ７５ ‐ ６２１３

新しい保険証は橙色です

窓 口 負 担 割 合 の 見 直 し に 伴 う 、 保 険 証 （ 被 保 険 者 証 ） の
一 斉 更 新 に つ い て

　１０月以降の窓口負担割合が引き続き１割または３割の方も、保
険証が新しくなります。

※減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）、限度証（限度額適用認定証）は有効
　期限が令和５年７月３１日までのため、再交付しません。

■窓口負担割合が２割となる方は、以下の項目にすべて該当する方です。
〇住民税課税世帯で、３割負担（現役並み所得者）ではない。
〇同一世帯に住民税の課税所得が２８万円以上の被保険者がいる。
〇年金収入＋その他の合計所得金額が、
　・被保険者が１人の世帯の場合、２００万円以上
　・被保険者が２人以上の世帯の場合、合計３２０万円以上

■見直しの背景
　令和４年度以降、団塊の世代が７５歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約４割は現役世代（子や孫などの世代）の負
担（支援金）となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
　今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでい
くためのものです。
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ネット ・ ゲーム依存を予防しよう

北海道立精神保健福祉センターこころの電話相談（全国統一ダイヤル）　℡ ０５７０ ‐ ０６４ ‐ ５５６
札幌こころのセンター　こころの電話相談　　℡０１１ ‐ ６２２ ‐ ５５５６
島牧村役場福祉課　保健師　　℡０１３６ ‐ ７５ ‐ ６００１

　ネット・ゲーム依存症を起こす要因

　ネット・ゲームの過剰使用が起こす悪影響

　☑ あなたのネット・ゲームへの依存度をチェック！

　乳幼児のお子さんの保護者の方も気を付けましょう

　ネット・ゲーム依存についてのご相談は…

①ネット・ゲーム要因（ゲーム内で自分の役割がある、イベントやガチャが楽しい、など。）
②個人要因（１つのことに熱中しやすい、常にだれかとつながっていたい、など。）
③環境要因（家族が忙しく１人の時間が多い、家庭内で使用のルールがない、など。）

①こころへの影響（イライラし攻撃的になる、興味・感動の減退、心の病気を併発する、など。）
②からだへの影響（視力低下、ドライアイ、睡眠障害、頭痛、首の痛み、めまい、肩こり、
　運動不足、体力の低下、など。）☆最近、脳にダメージを与えるという論文も多く出ています。
③生活への影響（遅刻や欠席の増加、家族や友人との時間が減少、課金や SNS トラブル、など。）

　ネット・ゲームの使用時間や頻度がだんだんとエスカレートして過剰使用になり、
日常生活に様々な支障が生じてもなお、過剰使用がやめられなくなってしまった状
態がネット・ゲーム依存症です。

□  ネット・ゲームに夢中になっていると感じている。

□  満足を得るためにネットを使う時間をだんだん長くしていかなければならない。

□  使用の時間を減らしたり、やめようとしたがうまくいかなかったことが度々あった。

□  使用時間を短くしたり、やめようとしたとき、落ち着かない、不機嫌、イライラを感じた。

□  使いはじめに考えていたよりも長い時間ネットを使用している。

□  ネットのために大切な人間関係や学校、職業のことを台無しにしたり危うくしたりした。

□  ネットへの熱中を隠すために、家族や周囲の人たちに嘘をついたことがある。

□  不安などの嫌な気持ちや問題から逃れるためにネット・ゲームを使う。

５つ以上当てはまっていたら「ネット依存症」の疑いがあります。

　大人同士の会話中、家事の間にお子さんにスマートフォン等を与えすぎていませんか？保護
者が子どもの前でスマートフォン等を使いすぎることも、お子さんのコミュニケーションの機
能が十分に育たないことにつながります。
　使用する場合は、会話をしながら保護者の方も一緒に楽しみましょう。使用の時間（目安は
３０分以内）や保護者に許可を得る等の「お約束」を幼いころから意識づけしましょう。
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毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
の
行
政
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に
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で
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い
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等
を
お
聞
き
す
る
た
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特
設
行
政
相
談

所
を
開
設
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、
行
政
相
談
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

◎
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す

▽
開
催
日

10
月
17
日
（
月
）

午
前
9
時
〜
午
前
11
時

▽
場
所

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー
・
お
あ
し
す

【
お
問
い
合
わ
せ
】

島
牧
村
役
場
総
務
課
総
務
係

℡
０
１
３
6
‐
75
‐
6
2
1
1

　

北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
で

は
、
令
和
５
年
度
の
訓
練
生
を
募
集
し

ま
す
。

▽
対
象
者

障
が
い
の
あ
る
求
職
者

▽
訓
練
科
目

建
築
デ
ザ
イ
ン
科
・
C
A
D 

機
械
科
・

総
合
ビ
ジ
ネ
ス
科
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
設
計

科
・
総
合
実
務
科

▽
願
書
受
付
期
間

10
月
3
日
〜
10
月
21
日
ま
で

▽
選
考
試
験
日

11
月
7
日

▽
試
験
内
容

数
学
、
国
語
、
面
接

▽
選
考
場
所

北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

砂
川
市
焼
山
60
番
地

【
お
問
い
合
わ
せ
】

最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
又
は
左
記
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

（
砂
川
市
焼
山
60
番
地
）

℡ 

0
1
2
5 

‐
52
‐ 

2
7
7
4

　

建
退
共
制
度
は
、
中
小
企
業
退
職
金

共
済
法
に
基
づ
き
、
建
設
現
場
労
働
者

の
福
祉
の
増
進
と
建
設
業
を
営
む
中
小

企
業
の
振
興
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ

た
退
職
金
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
事
業
主
の
方
々
が
、

労
働
者
の
働
い
た
日
数
に
応
じ
て
掛
金

と
な
る
共
済
証
紙
を
共
済
手
帳
に
貼

り
、
そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く

こ
と
を
や
め
た
と
き
に
建
退
共
か
ら
退

職
金
を
支
払
う
と
い
う
、
業
界
全
体
で

の
退
職
金
制
度
に
な
り
ま
す
。

◎
加
入
で
き
る
事
業
主

　

建
設
業
を
営
む
方

◎
対
象
と
な
る
労
働
者

　

建
設
業
の
現
場
で
働
く
人

◎
掛
金

　

日
額
3
2
0
円

★
特
徴

・
国
の
制
度
な
の
で
安
全
、
確
実
、
申

　

込
手
続
き
は
簡
単
で
す
。

・
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価
の
対
象

　

と
な
り
ま
す
。

・
掛
金
の
一
部
を
国
が
補
助
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

建
退
共
北
海
道
支
部

（
札
幌
市
中
央
区
北
４
条
西
３
丁
目
1

北
海
道
建
設
会
館
7
階
）

℡
0
1
1
‐
2
6
1
‐
6
1
8
6

村からの
お知らせ

　広報活動についてのご意見は

企画情報係までお寄せください。

（電話　0136 ‐ 75 ‐ 6212）

特
設
行
政
相
談
所
開
設
し
ま
す

し
り
べ
し
弁
護
士
相
談
セ
ン
タ
ー

開
設
の
お
知
ら
せ

知
っ
て
い
ま
す
か
？

建
退
共
制
度

北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

令
和
5
年
度
の
訓
練
生
募
集
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自
衛
官
募
集
案
内

【お問い合わせ】
倶知安地域事務所（倶知安町南 3 条東 1 丁目）     ℡  0136 ‐ 23 ‐ 3540
自衛官募集相談員      後藤　諭　℡  0136 ‐ 76 ‐ 7504

年金の窓口

国 民 年 金 の 加 入 方 法
　国民年金は、誰もが加入する公的年金制度です。基本的に日本に住む２０歳以
上６０歳未満のすべての方は、国民年金に加入する義務があります。
　加入者は、職業などによって次の３つのグループに分かれており、それぞれ加
入手続きが異なります。

【お問い合わせ】
小樽年金事務所　　　　　　　℡ ０１３４ ‐ ６５ ‐ ５００２
島牧村役場住民課住民係　　　℡ ０１３６ ‐ ７５ ‐ ６２１３

・第１号被保険者
　２０歳以上６０歳未満の農業者、自営業者、学生、フリーター、無職の方です。
　加入手続きは、ご自身で住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口で行
　います。

　※会社を退職したときは、第２号被保険者から第１号被保険者への変更の手続
　　きが必要となりますので、お早めにお手続きをお願いします。

・第２号被保険者
　会社員や公務員などの厚生年金保険に加入されている方です。
　加入手続きは、勤務先が行います。

・第３号被保険者
　第２号被保険者に扶養されていて、年収１３０万円未満の２０歳以上６０歳未
　満の配偶者の方です。
　加入手続きは、第２号被保険者の勤務先を経由して行います。

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生
（第 4 回）

男子

採用予定月の 1 日
現在、18 歳以上

33 歳未満の者

10 月 3 日～
11 月 11 日

11 月 27 日、28 日
女子

自衛官候補生
（第 5 回）

男子 10 月 3 日～
12 月 9 日

12 月 17 日、18 日
女子

高等工科学校生徒
令和 5 年 4 月 1 日
現在、15 歳以上
17 歳未満の男子

10 月 1 日～
1 月 6 日

１次：1 月 14 日、15 日
2 次：1 次試験合格通知で

お知らせします



　
　
　
　

●
発
行
／
島
牧
村　

●
編
集
／
企
画
課
企
画
情
報
係　
　
　

（
℡
０
１
３
６-

７
５-

６
２
１
２ 

内
線
22
）　
　
　
　

　

〒
０
４
８-

０
６
２
１ 

北
海
道
島
牧
郡
島
牧
村
字
泊
83-

１　

        

●
印
刷
／
株
式
会
社 

総
北
海　

　　　　

広
報
し
ま
ま
き    

2 

月
号

　　　　　

広
報
し
ま
ま
き　

9　
月
号

8
月

 ８月１日～８月３１日

　　  5 日　  小樽・後志社会福祉大会

　　  9 日　  歌島神社本祭

　    11 日　  本目神社本祭

　　15 日　  西宮神社本祭

　　16 日　  江ノ島神社本祭

　　17 日      厳島神社本祭　

　　19 日　  軽臼神社本祭

　　28 日      元町神社本祭　

ふるさとスケッチ

月明りが海に反射して道のように見える「月の道」。
雲の少ない夜に見えるかも？（8/10）

運

転

免

許

更新時講習

寿都町総合文化
センター
２階会議室

一般・違反講習
　10月18日（火）   
　一　般　者　13：00～14：00
　違　反　者　14：45～16：45

優良・初回講習
　9月16日（金）  10月21日（金）
　優　良　者　13：00～13：30
　初回更新者　14：15～16：15

高齢者講習
（70歳以上・事
前予約制）

　八雲自動車学校　
　℡  0137－63－2111　
　※ご予約はお早めに

※事前に寿都警察署へお問い合
　わせください
　℡  0136－62－2110

交通安全はみんなの願い
死亡交通事故

０の日
令和4年

8月31日現在6591日達成

QR コードを読み取り、
「JC-Smart」

利用規約を確認・同意

サービス選択画面より
「島牧村 うしお通信」選択

をダウンロード

島牧村　　    スマホアプリ

「 う しお通信 」「 う しお通信 」「 う しお通信 」生活に役立つ
情報を発信！

外出先で！

　島牧村の情報や役場からのお
知らせをスマホから確認できる
アプリが誕生しました。
　IP 告知端末と同じ情報をスマ
ホでも見ることができます。

無料

村のお知らせ

生活情報

バス時刻表

海・川・風の情報

…など

▽
▽

▽
▽

ダウンロード方法

狩場山と月の道

　　

■おくやみ………………………………………………
   R4. 8. 4  　川内　和子（73 歳） ………… 栄磯

   R4. 8.12  　榊　　  隆   （92 歳） ………… 歌島

   R4. 8.24  　加藤　啓二（90 歳） ………… 本目

   R4. 8.26  　小西　要   （88 歳） ………… 栄磯

   R4. 8.31  　吉岡　隆人 （82 歳） ……… 原歌町

■人口及び世帯数（令和4年8月31日現在）……………

　　　　　1,324 人 （前月比　▲ 6人）
 　  　男：　654 人 （前月比　▲ 4 人）
 　  　女：　670 人 （前月比　▲ 2人）
 　  　　　　769 戸 （前月比  ▲ 2 戸）

８月１日～８月３１日
掲載申出分・敬称略

編　

集　

後　

記

﹁
菊
﹂﹁
牡
丹
﹂﹁
柳
﹂﹁
椰
子
﹂
何
を
意
味
す
る
言
葉
か
わ
か
り
ま
す
か
？
ヒ

ン
ト
は
植
物
の
名
前
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
う
︑
答
え
は
打
揚
花
火
の
型
の

名
称
︒
名
称
か
ら
花
火
の
型
を
想
像
で
き
る
人
は
い
た
で
し
ょ
う
か
？
▼
夏

も
終
わ
り
へ
と
近
づ
い
て
い
ま
す
が
︑
近
年
コ
ロ
ナ
禍
で
花
火
大
会
が
中
止

と
な
る
中
で
︑
今
年
は
各
地
で
花
火
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
︒
近
く
の
花

火
大
会
に
行
き
︑
夏
の
思
い
出
と
し
た
方
も
い
る
で
し
ょ
う
︒
私
は
残
念
な

が
ら
見
に
行
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
▼
話
は
変
わ
り
ま
す
が
︑
今

月
号
の
表
紙
は
新
島
牧
ウ
イ
ン
ド
フ
ァ
ー
ム
の
風
車
夜
間
輸
送
の
写
真
︒
作

業
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
特
別
に
撮
影
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
︒
風
車
の

部
材
は
厳
重
な
輸
送
体
制
の
も
と
︑
交
通
規
制
を
行
い
な
が
ら
誘
導
車
に
挟

ま
れ
て
進
み
︑
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
な
が
ら
輸
送
さ
れ
る
姿
は
そ
の
大
き
さ

も
あ
り
大
迫
力
で
し
た
︒︵
私
の
撮
影
技
術
が
足
ら
ず
そ
の
迫
力
を
お
伝
え

で
き
な
い
の
が
口
惜
し
い
︙
︶
ふ
る
さ
と
ス
ケ
ッ
チ
に
は
︑
同
日
夜
に
撮
影

し
た
﹁
月
の
道
﹂︒
満
月
の
夜
︑
雲
の
少
な
い
空
気
の
澄
ん
だ
夜
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
そ
う
で
す
︒
た
ま
た
ま
で
は
あ
り
ま
す
が
︑
同
日
に
見
る
こ
と

が
で
き
た
光
景
は
花
火
に
代
わ
る
私
の
夏
の
思
い
出
と
な
り
ま
し
た
︒︵
Ｍ
︶

し ま ま き


